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現下の労働行政の最大の課題としては、長期化する新型コロナウイルス感染症への対応があり、

事業の継続や従業員の雇用維持に懸命に取り組んでいる企業への効果的な支援を重要な柱として、

雇用調整助成金等による対応に努めてきました。今後は、新型コロナウイルス感染症が社会経済

活動に様々な影響を及ぼす中で、現下の厳しさがみられる雇用情勢と、労働市場の変化の双方に

対応した機動的な雇用政策を実施していくことが重要となっています。また、ウィズコロナ・ポ

ストコロナ時代の社会経済に対応するべく、デジタル化に対応した人材開発やテレワークなどの

多様な働き方の定着などに取り組むことも重要な課題となっています。 

さらに、我が国の構造的な課題として、少子高齢化・生産年齢人口の減少の中で、労働供給の

確保や生産性向上等に引き続き取り組む必要があるとともに、人生100年時代を迎え、ライフス

タイルが多様化する中で、どのような生き方や働き方であっても安心できる社会を創っていくこ

とも必要となっています。このため、様々な事情の下でも意欲と能力を最大限発揮できる環境を

整備するべく、働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律（平成30年法律第 71

号。）の着実な施行等の取組についても、引き続き講じていきます。 

こうした情勢に対応しつつ、一億総活躍社会や全世代型社会保障の実現に向けて、労働行政が

果たすべき役割は極めて大きくなっています。このことをしっかりと自覚し、各施策を適正かつ

迅速に推進していきます。 

 

休休業業・・出出向向等等へへのの支支援援  

■ 新型コロナウイルス感染症の影響及びそのまん延防止措置の影響により休業を余儀なくされ

た労働者の、雇用の維持・継続のために、休業のほか、教育訓練、出向を通じて雇用維持に取

組む事業主を雇用調整助成金等により支援します。 

また、企業間マッチング支援による雇用シェアを推進し、労働者のモチベーションも維持し

つつ雇用を維持する対策を講じるため、産業雇用安定助成金により、出向元と出向先双方の企

業を一体的に支援するとともに、産業雇用安定センター埼玉事務所と連携しマッチング支援を

図ります。また、労使団体等関係機関とも連携のうえ「埼玉県在籍型出向等支援協議会（仮称）」

において出向支援が効果的に実施されるよう協議し、在籍型出向を活用した雇用維持を促進し

ます。 

２２

１１  雇雇用用のの維維持持・・継継続続にに向向けけたた支支援援

労労働働行行政政をを取取りり巻巻くく状状況況  １１  
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■ 機能強化したハローワークインターネットサービスの利用促進を図り、ハローワーク内の混

雑を回避するため、求職者及び求人者にマイページ開設・活用を働きかけます。 

来所による支援が必要な求職者に対しては、職業相談窓口に積極的に誘導し、担当者制の活

用を含む課題解決支援サービスを提供し、求人者に対しては、人材確保を支援する観点から、

求人充足のフォローアップと併せた積極的な事業所訪問を実施するなど、必要な方に必要なサ 

ービスが確実に提供されるよう努めます。 

■ 求職者に対して、地域のニーズを踏まえた職業訓練受講の機会を提供し、職業訓練を通じた

職業スキルや知識習得を推進します。 

■ ハローワークに就職支援ナビゲーターを配置し、担当者制による再就職支援計画を作成の

上、キャリアコンサルティング等の個別支援を行い、業種を超えた再就職支援を推進するため

の体制強化を図ります。 

■ 地方就職を希望する方に対するハローワークの全国ネットワークを活用した職業紹介を行

い、業種、職種を超えた再就職等も含めた個々のニーズに応じた支援を行います。 

■ 求人数が減少している中、ハローワークにおいて、求職者のニーズに合った積極的な求人開

拓を実施するとともに、求人内容の設定や求人条件の緩和等の助言を行うなど、求人充足サー 

ビスの充実を図ります。 

非非正正規規雇雇用用労労働働者者のの再再就就職職支支援援  

■ 新型コロナウイルス感染症による雇用面の影響は、特に非正規雇用労働者や女性の方々で大

きくなっていることから、こうした求職者の早期再就職支援のため、求職者の個々の状況に応

じた担当者制での就職支援の強化を図ります。 

■ 生活保護受給等からの早期自立の促進を図るため、生活保護

受給者等の生活困窮者に対する就労支援をハローワークと地方 

公共団体が連携して推進します。 

埼玉県や県内各市との間で締結した協定に基づき、市役所・ 

区役所内に設置したハローワークの常設窓口による相談（一体 

的実施事業）や福祉事務所等への定期的な巡回相談によるワン 

ストップ型の就労支援を行います。

事業主・支給対象者に対し、助成金の的確な周知広報を行

い、生活保護受給者等の生活困窮者に対する雇用の確保と就職 

後の定着を支援します。 

２２  ハハロローーワワーーククシシスステテムム刷刷新新をを踏踏ままええたた職職業業紹紹介介業業務務のの充充実実・・強強
化化ににつついいてて

３３  業業種種・・地地域域・・職職種種をを超超ええたた再再就就職職等等のの促促進進 

４４  非非正正規規雇雇用用労労働働者者のの再再就就職職支支援援、、新新規規学学卒卒者者へへのの就就職職支支援援 



4

■ 職場情報総合サイト（しょくばらぼ）及び職業情報提供サイト（日本版 O-NET）を活用

し、職場・職業情報等の提供による求人・求職のマッチングを図ります。特に、職種転換を検

討する求職者に対しては、転換しようとする職業に関して理解する必要があるため、職業情報 

提供サイト（日本版 O-NET）などを活用し、職業理解を深める支援を行います。 

新新規規学学校校卒卒業業者者にに対対すするる就就職職支支援援  

新規学卒者の就職活動を取り巻く環境は、新型コロナウイルス感染症の影響もあり例年と比べ

厳しい状況であり、正社員就職実現に課題を抱え、就職活動に当たり支援を要する学生や、卒業

後に進学も就職もしていない者は依然として一定数存在しており、今後も継続した就職支援や職

場定着支援を推進していく必要があります。 

■ 高校生の就職支援については、「未就職者ゼロ作戦」として、学校との連携を図りながら未内

定者全員の把握に努め、個別支援を実施し就職率 100%を目指して取り組みます。また、求人

者への支援として、人手不足産業である医療・福祉や建設業などの業界情報を生徒、教諭に提

供し、求人の充足を図ります。 

■ 大学生等の就職支援については、就職支援協定を締結している県内大学等はもとより、それ以

外の大学等とも就職支援協定の締結促進に向けた連携を強化し、出張相談等の就職支援及び職場

定着支援を展開します。 

 埼玉新卒応援ハローワーク等（P2５参照）では、大学等卒業予定者や既卒者に対し、各種セミナ 

ーの開催や担当者制によるきめ細かな就職支援を実施し、オンライン相談を活用するなど新型コロ

ナウイルス感染防止対策を講じながらコロナ禍における支援体制の確立を図るとともに、就職後の

職場定着を支援します。 

■ 就職後の職場定着の促進を図るため、若年者雇用促進法に基づく「新規学卒者の募集を行う

企業の職場情報の提供」、「ハローワークにおける一定の労働関係法令違反に係る求人者の求

人不受理」、「ユースエール認定制度」等の新規学卒者が適職を選択するための取組を推進します。 
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若若者者のの正正社社員員化化のの推推進進 

■ 「埼玉わかものハローワーク」や「わかもの支援コーナー」、「わかもの支援窓口」（P2５参

照）において、一人ひとりの課題に応じ、担当者制による個別相談・指導等、きめ細かな就職

支援を行います。 

■ 埼玉わかものハローワーク内に設置されている「在職者向け相談窓口」において、若者の「使

い捨て」が疑われる企業等に関する相談に対応します。また、寄せられた相談に対しては、求

人内容の事実確認、事業所訪問等を実施するとともに、労働基準関係法令違反の疑いがあると

認められる場合には、労働基準監督署と連携して対応します。 

■ 就職後の早期離職を防止するため、ハローワーク職員が企業訪問や就職者へ

の電話連絡、手紙などを通して職場定着支援を実施します。また「職場定着協 

力事業所」、「ユースエール認定制度」の活用促進を図り、八ローワークと企業 

の連携体制を強化します。 

雇雇用用とと福福祉祉のの連連携携にによよるる離離職職者者へへのの介介護護分分野野へへのの就就職職支支援援  

■ 新型コロナウイルス感染症の影響による離職者の再就職や、

介護分野（※）における人材確保を図るため、ハローワーク、 

埼玉県福祉人材センター及び訓練機関の連携を強化し、就職支

援を実施します。また、埼玉県福祉人材センターによる介護分

野に再就職した方への貸付金制度の周知を実施します。 

（※） 介護分野には、障害福祉分野も含みます。 

５５  医医療療、、介介護護、、福福祉祉、、保保育育等等分分野野へへのの就就職職支支援援 
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人人材材不不足足分分野野ののママッッチチンンググ

■ 医療・介護・保育分野など雇用吸収力の高い分野のマッチング支援を強化するため、ハロー

ワーク川口、熊谷、大宮及び川越の「人材確保・就職支援コーナー」を中心に、関係団体等と

連携した人材確保支援の充実を図るとともに、潜在求職者の積極的な掘り起こし、求人充足に

向けた条件緩和指導等によりマッチング支援を実施します。 

就就職職氷氷河河期期世世代代のの活活躍躍支支援援にに向向けけたた取取組組 

いわゆる就職氷河期世代は、雇用環境が厳しい時期に就職活動を行った世代であり、その中に

は、希望する就職ができず、現在も、不本意ながら不安定な仕事に就いている方や、無業の状態

にある方など、様々な課題に直面している方々がいます。 

こうした喫緊の課題について、厚生労働省は「就職氷河期世代活躍支

援プラン」に基づく、３年間の集中プログラムに沿って、各種施策を積

極的に展開していくこととしました。 

これらを踏まえて、行政機関、労働団体、経済団体、支援団体などで

構成された「埼玉県就職氷河期世代活躍支援プラットフォーム」におい

て、就職氷河期世代の活躍の機会が広がるよう県内の機運を醸成し、各

界が一体となって効果的かつ継続的な取組を推進します。 

■ 就職氷河期世代の方を支援するための専門窓口として

「35 歳からの就活サポートコーナー」（就職氷河期世代 

専門窓口）を、大宮（プラザ大宮）、川越、浦和（埼玉 

しごとセンター）及び川口（令和３年３月に新設）の各 

ハローワークに設置し、専門担当者のチームにより、就

職相談、職業紹介から職場定着まで一貫した伴走型支援 

を行います。 

■ 就職氷河期世代の方の募集に特化した「就職氷河期世代

限定求人」や、就職氷河期世代が応募しやすい条件を備え

た「就職氷河期世代歓迎求人」の開拓をするなど、就職氷

河期世代の方の積極的な採用を企業に促すための取組を推

進します。 

■ 就職氷河期世代の方に、就労体験を通じて業種や職種に対する理解を深めていただくことを

目的とした「就職氷河期世代職場実習・体験」の機会拡大のため、就職氷河期世代の方と企業

のニーズを踏まえつつ、受入事業所の開拓を推進します。 

■ 「特定求職者雇用開発助成金（就職氷河期世代安定雇用実現コース）」や「キャリアアップ

助成金（正社員化コース）」などの各種助成金を積極的に周知するなど、就職氷河期世代の方

の積極的な採用や正社員転換を企業に促すための取組を推進します。 

■ 民間事業者などのノウハウを活用した「不安定就労者等再チャレンジ支援事業」や「就職氷

河期世代の方向けの短期資格等習得コース事業」を実施するなど、就職氷河期世代の方を安定

就職につなげるための取組を推進します。 

６６  就就職職氷氷河河期期世世代代活活躍躍支支援援ププラランンのの実実施施
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全ての事業主は、高年齢者雇用安定法に基づき、希望者全員65歳までの高年齢者雇用確保

措置を講じることとされています。令和２年６月１日現在、高年齢者雇用確保措置を実施して

いる県内企業（31人以上規模）の割合は99.9％、このうち、定年制の廃止及び65歳以上の定

年制を導入している企業の割合は 26.4％、希望者全員が66歳以上まで働ける継続雇用制度を

導入している企業の割合は 8.9％となっています。 

■ 令和 3 年 4 月 1 日施行の改正高年齢者雇用安定法（努力義務）による 65 歳から 70 歳までの

就業機会確保に向けた環境整備を図るため、65 歳を超える定年引上げや継続雇用制度の導入等を

行う企業、60 歳から 64 歳までの高年齢労働者の処遇改善を行う企業への支援を行います。また、 

65 歳超雇用推進プランナーとハローワークの雇用指導官等の同行訪問による提案型の相談・援助

による支援を行います。

■ 65 歳以上の再就職支援に重点的に取り組むため、県内 13

か所のハローワークに設置している「生涯現役支援窓口」に 

おいて、65 歳以上が活躍できる求人の開拓等を推進すると 

ともに、支援チームによる効果的なマッチング支援、職業生 

活の再設計に係る相談・援助、雇用によらない就業機会の紹 

介等を行います。 

 また、高年齢者が未経験の職業に就く不安を取り除くため、 

就職が見込まれる分野の職場見学・職場体験・各種セミナー 

等を実施します。 

■ 高年齢者の多様な雇用就業や社会参加ニーズに対応するため、シルバー人材センター事業の

効果的な推進を図るとともに、「高齢者活躍人材確保育成事業」を埼玉県シルバー人材センター

連合に委託し就業体験及び技能講習を実施することにより、人手不足分野等での担い手不足

の解消を目指します。 

■ 地域の高年齢者の就業促進を図るため、地域の様々な機関が連携して高年齢者の就業を促進

する「生涯現役促進地域連携事業」を和光市及び秩父圏域（秩父市、横瀬町、皆野町、長瀞町、

小鹿野町）と連携し推進します。 

７７  高高齢齢者者のの就就労労・・社社会会参参加加のの促促進進

0% 5% 10% 15%

31～300人

301人以上

全企業

2.9%

0.0%(定年制の廃止)

2.7%

3.0%

1.4%

2.8%

9.0%

7.0%

8.9%

定年制の廃止 66歳以上定年 希望者全員66歳以上の継続雇用制度

希希望望者者全全員員がが6666歳歳以以上上ままでで働働けけるる企企業業のの状状況況



8

不不妊妊治治療療をを受受けけややすすいい休休暇暇制制度度等等のの職職場場環環境境のの整整備備のの推推進進  

■ 不妊治療と仕事の両立については、社会の関心も高く、不

妊治療を受けやすい職場環境の整備が求められています。そ 

のため、「不妊治療を受けながら働き続けられる職場づくりの 

ためのマニュアル」や「不妊治療と仕事の両立サポートハン 

ドブック」等の周知・啓発を行います。 

 また、職場環境の整備に取り組む中小企業事業主に対して、 

各種助成金による支援を行います。 

女女性性活活躍躍推推進進法法のの対対象象拡拡大大にに向向けけたた中中小小企企業業へへのの支支援援等等  

■ 令和 4 年 4 月 1 日以降、改正女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画の策定や情報公

表の義務が常用労働者数 101 人以上の事業主に拡大されること等を踏まえ、新たに義務化さ

れる事業主に対して、令和３年度中に行動計画の策定・届出が行われるよう、働きかけます。 

 また、改正女性活躍推進法に基づく情報公表が確実に行われるよう、「女性活躍推進企業デ

ータベース」への登録などの活用を促します。 

■ 男女雇用機会均等法に基づく母性健康管理措置の周知・啓発と履行確保、及び新型コロナウ

イルス感染症に関して、妊娠中の女性労働者の職場環境整備を行う事業主に対し、助成金の支

給による支援を行います。 

子子育育てて等等にによよりり離離職職ししたた女女性性のの再再就就職職のの支支援援  

■ 子育てをしながら就職を希望する女性等を対象とした

マザーズハローワーク大宮やマザーズコーナーにおいて、

求職者のニーズに応じた就職支援を実施するとともに、 

仕事と家庭の両立ができる求人の確保等を推進します。 

男男性性のの育育児児休休業業取取得得促促進進ををははじじめめととすするる仕仕事事とと家家庭庭のの両両立立支支援援のの推推進進  

■ 令和３年１月より施行された、子の看護休暇・介護休暇の時間単位での取得を可能とする改

正内容を含め、育児・介護休業法に基づく両立支援制度の周知徹底を図ります。 

８８  女女性性活活躍躍・・男男性性のの育育児児休休業業取取得得のの推推進進

女性活躍推進法認定マーク愛称「えるぼし」 「プラチナえるぼし」 
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■ 労働者の権利侵害や育児休業取得等を理由とする不利益取扱いが疑われる事案については、

報告徴収・是正指導等を行います。 

■ 男性の育児休業取得を促進するため、「パパ・ママ育休プラス」、「育児目的休暇」等の男

性の育児休業に資する現行制度について周知を行います。 

■ 新型コロナウイルス感染症による小学校の臨時休業等により子どもの世話をする労働者のた

めに特別休暇制度等を整備し、労働者に特別休暇を取得させた事業主に対する両立支援等助成

金の活用を推進し、男女とも仕事と育児が両立できる職場環境の整備を行います。 

■ 仕事と介護が両立できる職場環境の整備について、各種支援制度の周知や助成金の支給によ

る事業主の支援を行います。 

■ 次世代育成支援対策推進法に基づく「くるみん」認定、「プラチナくるみん」認定の申請に

向けた働きかけを行います。 

令和２年 6 月 1 日現在の障害者実雇用率は2.30％（全国2.15％）と昨年より0.08ポイ

ント上昇しました。また、法定雇用率達成企業の割合は、49.5％（令和元年48.8％）と前年

に比べ0.7ポイント上昇し、障害者を雇用する企業は増加しつつあります。 

また、令和元年度の県内ハローワークを通じた障害者の就職件数は4,351件と過去２番目

の高水準となりました。 

■ ハローワークと地域の関係機関が連携し、障害者の雇用経験や雇用ノウハウが不足している

障害者雇用ゼロ企業等に加え、法定雇用率 0.1％引上げに伴い、法定雇用率が未達成となるこ

とが見込まれる企業、新型コロナウイルス感染症の影響が大きい業種であって、従前の業務内

容の見直しを行っている企業等に対して、採用の準備段階から採用後の職場定着まで一貫した

チーム支援等を実施します。

９９  障障害害者者のの就就労労促促進進

次世代育成支援対策推進法 

認定マーク「くるみん」 

「プラチナくるみん」 
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具体的には、ハローワークが中心となり、埼玉県、埼玉障害者職業センター、障害者就業・

生活支援センター等を構成員とした支援対象企業に対する企業向け支援チームを結成し、チー

ムの構成員が連携した支援を行います。

■ 公務部門における障害者雇用を推進するため、公的機関向けセミナー・職場見学会等を実施

します。

  障害者雇用を推進する上で、増加傾向にある精神障害者の雇用促進のため、常勤職員として 

の採用前に非常勤職員として勤務できるプレ雇用や、非常勤職員として勤務した後、選考を経 

て常勤職員になることを可能とするステップアップの枠組み等、多様な任用形態の確保に向け 

た取組の推進を図ります。 

 また、雇用する障害者の定着支援を一層推進するため、ハローワークに配置する職場適応支 

援者の訪問等による支援の強化を図ります。 

■ 精神障害者及び発達障害者は、症状に波が見られたり、コミュニケーションが苦手であるこ

と等により職場定着に課題を抱える場合も少なくないことから、これらの障害者の職場定着を

推進するために障害者と共に働く一般労働者向けに実施している「精神・発達障害者しごとサ

ポーター養成講座」（平成 29 年度から実施）を積極的に開催するなど企業支援を強化します。 

また、精神障害者に対する就労支援を推進するため、就労パスポートの普及促進を図ります。 

■ 障害者雇用に関する優良な取組を行う中小事

業主への認定制度を始めました。「障害者雇用

に関する優良な中小事業主に対する認定制度」

は、厚生労働大臣が障害者の雇用の促進や安定

に関する取組などの優良な中小企業を認定する

制度です。 
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埼玉労働局管内の外国人労働者数は、令和２年10月末現在で約8.2万人となっており、 県

内の大学等では、令和元年５月末現在で約1.2万人の留学生が学んでいます。 

■ 外国人労働者の適正な雇用管理の確保を図るため、事業所訪問等による雇用管理状況等の確

認、改善のための助言・援助等を行うとともに、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、

やむを得ず離職する状況も発生している中、外国人を雇用する企業への雇用維持のための相談・

支援等のほか、多言語相談支援体制を強化します。 

■ 優秀な留学生を採用したいという県内企業を支援するため、事業主を対象とした雇用管理セ

ミナーを開催するとともに、留学生の就職に向けた企業説明会や就職面接会を開催します。ま

た、埼玉新卒応援ハローワークに設置している「留学生コーナー」では、留学生に対する個別

支援を行うとともに、大学と協定を締結する等により連携を強化し、留学早期における個別支

援から就職後の定着支援までの一貫した支援を実施します。 

■ 県内 10 か所のハローワークの外国人雇用サービスコーナーにおいて、専門相談員による職

業相談や、通訳者の配置、多言語に対応した音声翻訳機器の導入、個々の外国人の特性に応じ

た求人開拓等により、早期再就職支援及び安定的な就労の確保に向けた支援を実施します。 

■ 新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う労働者派遣契約の中途解除や不更新が生ずる中、

派遣労働者の雇用維持の確保を図るとともに、雇用安定措置が適正に講じられているか、厳正

な指導監督を実施します。 

■ 令和２年度に埼玉労働局に設置している派遣労働者相談窓口について、引き続き継続するこ

ととし、労働者派遣契約の中途解除等の相談が寄せられた場合については、必要に応じて指導

監督を行う他、関連機関と連携し、相談解決に向けた体制確保を徹底します。 
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11１１  派派遣遣労労働働者者のの雇雇用用のの安安定定等等
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新型コロナウイルス感染症防止のため、「３つの「密」」を避け、極力非接触・非対面とする生

活様式は、働き方を大きく変えつつあります。ウィズコロナ・ポストコロナの「新しい働き方」

としてテレワークが広がる中、情報通信技術を活用した働き方は、雇用に限らず拡大しており、

雇用によらない働き方や、副業・兼業での働き方が広がる可能性があります。 

「「新新ししいい働働きき方方」」にに対対応応ししたた良良質質なな雇雇用用型型テテレレワワーーククのの導導入入・・定定着着促促進進  

■ 雇用型テレワークについて、適正な労務管理下における良質なテレワークの普及促進を図る

ため、埼玉働き方改革推進支援センターとテレワーク相談センターが連携し、個別相談対応や

セミナーの開催等により、テレワークを実施する中小企業への支援を行います。

また、改定されたテレワークガイドラインの周知を行います。

フフリリーーラランンスス、、副副業業・・兼兼業業をを行行うう労労働働者者へへのの支支援援

■ 副業・兼業労働者の健康診断助成金等により、労働者の健康確保に取り組む事業主を支援し

ます。 

■ フリーランスと発注者との契約等のトラブルについて、関係省庁と連携した相談窓口等を周

知します。  

■ 「副業・兼業の促進に関するガイドライン」等について、わかりやすい解説パンフレットを

活用した周知等を行います。 

職職場場ににおおけけるる感感染染症症防防止止対対策策のの推推進進 

■ 「職場における新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するためのチェックリスト」、職場

ウウィィズズ・・ポポスストトココロロナナ時時代代にに対対応応ししたた労労働働環環境境のの整整備備、、  

生生産産性性向向上上のの推推進進ののたためめにに  
３３  

２２  ウウィィズズココロロナナ時時代代にに安安全全でで健健康康にに働働くくここととががででききるる職職場場づづ

くくりり

１１  「「新新たたなな日日常常」」のの下下でで柔柔軟軟なな働働きき方方ががししややすすいい環環境境整整備備  
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における新型コロナウイルス感染症対策実施のための「取組の５つのポイント」及び「新型 

コロナウイルス感染症に関する Q＆A」等を活用した職場における感染症防止対策について、

取組を推進します。 

働働きき方方改改革革のの実実現現にに向向けけたた取取組組 

■ 生産性を高めながら労働時間の短縮等に取り組む中小企業・小規模事業者に対して助成（働

き方改革推進支援助成金）を行うとともに、働き方・休み方改善ポータルサイトを通じた企業

の改善策の提供と好事例の紹介、働き方・休み方改善コンサルタントによる専門的な助言・指

導等を行います。 

■ 埼玉働き方改革推進支援センターによるワンストップ相談窓口において、関係機関や本省が

委託して実施する専門家派遣事業と連携を図りつつ、ウィズ・ポストコロナの時代の新しい働

き方を踏まえた個別訪問支援、出張相談、セミナーの実施等、テレワーク相談センターとも連

携しきめ細かな支援を行います。 

長長時時間間労労働働のの抑抑制制 

■ 平成 31 年 4 月から順次施行された改正労働基準法について、説明会の開催や中小規模の

事業場への個別訪問によりきめ細かな相談・支援を行います。 

＊上限規制の適用猶予の事業・業務 

・建設事業・自動車運転の業務・医師 

令令和和３３年年４４月月かからら 3366 協協定定届届がが新新ししくくななりりまますす！！  

① 使用者の押印及び署名が不要になります。

② 36 協定の適正な締結に向けて、労働者代表についての

チェックボックスが新設されます。

☞ 新新型型ココロロナナウウイイルルススのの感感染染拡拡大大をを防防ぐぐたためめ、、できるだけ労働基準

監督署の窓口での届出は避け、電電子子申申請請やや郵郵便便のの利利用用をお願いします。 

☞☞3366 協協定定届届のの電電子子申申請請ははここちちらら
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■ 長時間労働が行われていると考えられる企業への監督指導を 11 月の過労死等防止対策啓発

月間をはじめ、年間を通じて行い、過重労働解消に取り組みます。 

■ 長時間労働を行った労働者への医師による面接指導の実施を徹底させるとともに、当該労働

者に係る労働時間等の情報の産業医への提供義務化をはじめとした改正労働安全衛生法に基づ

く産業医・産業保健機能の強化等について、あらゆる機会を通じて周知します。 

■ 勤務間インターバル制度の導入促進を行います。

■ 長時間労働につながる取引環境の見直しについて、11 月のしわ寄せ防止キャンペーン月間

に集中的に周知啓発を行います。 

年年次次有有給給休休暇暇のの取取得得促促進進  

■ 年次有給休暇の取得促進に向けて、年次有給休暇の時季指定義務の周知徹底や、時間単位年

「「埼埼玉玉県県公公労労使使会会議議」」のの開開催催  

■ 埼玉労働局、埼玉県及び労使団体が構成員となる「埼玉県公労

使会議（労働施策総合推進法に基づく協議会）」を開催し、地域

の中小企業・小規模事業者の取組状況や各種支援策等について情

報共有することにより、構成員が連携を図って、ウィズコロナ・

ポストコロナ時代に対応した雇用の安定及び働き方改革の推進を

図ります。 

同会議においては、7～11月を「働き方改革推進期間」と定 

め、「県内一斉ノー残業デー」や、５日以上の年次有給休暇の取

得促進により、長時間労働の抑制を図るとともに、生産性向上に

対する支援、同一労働同一賃金の実現に向けての支援、テレワー

クなど柔軟な働き方の定着に向けた各種支援等を進めます。

法法定定労労働働条条件件のの確確保保等等  

■ 事業場における労働基準関係法令の遵守の徹底を図るととも

に、重大又は悪質な事案に対しては、司法処分を含め厳正に対

処します。 

また、労働契約の締結に際しての労働条件の明示や、「労働時

間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイド

ライン」について周知を行い、監督指導において当該ガイドラ

インに基づいて労働時間管理が行われているか確認し、賃金不

令和２年 推進期間ちらしより 

使使用用者者のの時時季季指指定定にによよるる取取得得 

使使用用者者はは、、1100 日日以以上上のの年年次次有有給給休休暇暇がが付付与与さされれるる全全ててのの労労働働者者にに

対対しし、、年年５５日日、、時時季季をを指指定定ししてて有有給給休休暇暇をを与与ええるる必必要要ががあありりまますす。。  

労働者の意見を尊重し、 

使用者が取得時季を指定 

｢｢○○月月××日日にに  

休休んんででくくだだささいい」」 
労働者 使用者 

次有給休暇の導入促進等を行います。
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払残業が認められた場合には、その是正を指導します。 

若若者者のの「「使使いい捨捨てて」」がが疑疑わわれれるる企企業業等等へへのの取取組組  

■ 平日夜間・土日に無料で相談を受ける「労働条件相談

ほっとライン」、労働条件ポータルサイト「確かめよう労

働条件」、大学生・高校生等を対象とした労働条件セミナ

ーについて周知を図り、事案の内容に応じて監督指導等

を実施するなど、必要な対応を行います。 

申申告告・・相相談談等等へへのの迅迅速速・・適適切切なな対対応応 

■ 新型コロナウイルス感染症の影響によるものも含め、労働者からの賃金不払、解雇等の申

告・相談等や、企業倒産による未払賃金の立替払に迅速・適切に対応します。 

■ 県内で増加している外国人労働者に対

応するため、埼玉労働局労働基準部監督課

に外国人労働者相談コーナーを設置して

います。 

開設時間 9:00～12:00  13:00～16:30 

英   語 ℡ 048—816－3596 

中 国 語 ℡ 048—816－3597 

ベトナム語 ℡ 048—816－3598 

「「労労災災かかくくしし」」のの排排除除にに係係るる対対策策のの一一層層のの推推進進  

■ 「労災かくし」の排除を期すため、その防止に向けた

周知・啓発を図るとともに、引き続き、労災補償担当部

署と監督・安全衛生担当部署間で連携を図りつつ、事案

の把握及び調査を行い、「労災かくし」が明らかになった

場合には、司法処分を含め厳正に対処します。 



16

埼埼玉玉第第1133次次労労働働災災害害防防止止計計画画のの目目標標及及びび進進捗捗状状況況 

■ 埼玉第 13 次労働災害防止計画（平成 30 年度から令和４年度までの５か年計画）は、誰も

が安心して健康に働くことができる社会を実現するため、国、事業者、労働者等が一体となっ

て重点的に取り組む事項を定めたものです 

令和 2 年の労働災害の業種別・事故の型別内訳（埼玉労働局） 

注 1） 休業４日以上の死傷者数は、労働者死傷病報告を集計したものである。 

注 2） 令和２年の休業４日以上の死傷者数は、令和３年 2 月末集計（未確定）である。 

注 3） 令和２年の死亡者数は、令和３年 2 月末集計（未確定）である。 

■ 「労働災害による死亡者数について、平成 29 年と比較して令和４年までに 20％以上減

少」の目標について、令和２年の死亡者数は 17 人であり、平成 29 年の 32 人に対し 15 人 

（46.9％）減少しています。また、「労働災害による休業４日以上の死傷者数について、平成 
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埼埼玉玉第第 1133 次次労労働働災災害害防防止止計計画画（（令令和和２２年年度度一一部部改改訂訂））（（抄抄））  

〇平成 29 年と比較して令和４年までに達成させる目標を以下のとおり定める。 

１ 死亡災害 年間死亡者数を、20％以上減少させる。 
・平成 29 年 32 人→25 人以下

２ 死傷災害 年間死傷者数（休業４日以上）を、７％以上減少させる。 
・平成 29 年 5,824 人→5,416 人以下
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29 年と比較して令和４年までに７％以上減少」の目標について、令和２年（令和３年２月末

集計。以下同じ。）の死傷者数は 6,557 人であり、平成 29 年同期の 5,706 人に比べ 851

人（14.9％）増加しています。 

なお、新型コロナウイルス感染症による令和２年の死傷者数は 215 人となっています。 

重重点点業業種種のの労労働働災災害害防防止止対対策策 

■ リスクアセスメントの実施の徹底を図り、労働災害が増加傾向にある社会福祉施設での「転

倒」及び「動作の反動・無理な動作（腰痛など）」、小売業及び飲食店での「転倒」の防止対 

策、死亡災害が多発している建設業での「墜落・転落」の防止対策、陸上貨物運送事業での荷

役作業中の死亡災害の約８割を占める５大災害（①墜落・転落、②荷崩れ、③フォークリフト

使用時の事故、④無人暴走、⑤トラック後退時の事故）の防止対策、製造業での「はさまれ・

巻き込まれ」の防止対策、廃棄物処理業での収集車の荷台等からの「墜落・転落」、コンベアー

作業等での「はさまれ・巻き込まれ」の防止対策を一層推進します。

高高年年齢齢労労働働者者にに配配慮慮ししたた安安全全衛衛生生対対策策 

■ 特に第三次産業で労働災害が増加傾向の高年齢労働者の安全衛生確保のため、「高年齢労働

者の労働災害防止のためのガイドライン」の周知を図ります。あわせて、中小企業による取

組を支援するための補助金等の周知を図ります。 

転転倒倒災災害害防防止止対対策策 

■ 転倒災害は、全産業の休業４日以上の死傷者数の約 22％を占めることから、業種横断的対

策として、「STOP！転倒災害プロジェクト」を推進します。 

メメンンタタルルヘヘルルスス対対策策

■ 労働者 50 名以上の事業場に対し義務付けられたストレスチェックについて、実施率の向上

を図ります。また、集団分析などストレスチェック制度を活用したメンタルヘルス対策の取組

を促進するため、「労働者の心の健康の保持増進のための指針」の周知、指導等を適切に行い

ます。 

化化学学物物質質・・石石綿綿・・粉粉じじんん等等にによよるる健健康康障障害害防防止止対対策策 

■ 化学物質の取扱事業場に対しては、「ラベルでアクション」を合い言葉に、ラベル表示と安全

データシート（SDS）の入手・交付の徹底、リスクアセスメントの実施の徹底を指導します。 

転転倒倒にによよるる休休業業４４日日以以上上のの死死傷傷者者数数

                      

60歳未満

714人

60歳未満

809人

60歳以上

296人

60歳以上

582人

平成21年1,010人 令和元年1,391人

「転倒」による休業 4 日以上の死傷者数は、10

年間で約 1.4 倍に増加し、特に 60 歳以上は約

2 倍に増加しています。 

 なお、国勢調査による 60 歳以上の労働者数

は、直近の 10 年間で約 1.5 倍に増加していま

す。 
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 建築物の解体等の工事を行う事業者に対しては、事前調査の充実・強化、事前調査結果等の

届出の新設、石綿等の除去作業におけるばく露防止措置の強化、作業計画に基づく作業の実施

状況の記録の義務化など石綿ばく露防止対策等を強化するための改正石綿障害予防規則の周知

及び同規則に基づく措置の徹底を図ります。 

■ 粉じん障害防止については、平成 30 年度を初年度とする総合対策に基づきじん肺の予防対

策を推進します。 

■ 熱中症を予防するため、5 月から 9 月までの期間、「STOP！熱中症 クールワークキャン

ペーン」を実施し、講習会の開催、テレビ放送等、あらゆる機会を通じて、JIS 規格に適合し 

た測定器による WBGT 値（暑さ指数）の測定の実施と、その結果に基づき、作業の一時中止、 

休憩の確保、水分・塩分の補給、クールベストの着用等の必要な措置が取られるよう周知・指 

導等を行います。 

■ 職業性疾病の 5 割超を占める腰痛を予防するため、「職場における腰痛予防対策指針」に基

づく安全衛生教育の確実な実施、労働者の身体的負担軽減に効果的とされる福祉用具や機械等 

の導入促進を図ります。 

迅迅速速・・公公正正なな労労災災補補償償ののたためめにに 

■ 被災労働者及びその遺族の保護という観点から、労災補償の一層の迅速・公正な事務処理に努め

ます。特に新型コロナウイルス感染症に係る労災補償については、迅速かつ的確な調査及び決定を

行い、労働者等から相談があった場合には懇切丁寧に対応するとともに、集団感染が発生した事業

場が確認された場合等においては、必要に応じ、事業場などに対し労働者への請求勧奨の実施につ

いて積極的に依頼を行います。 

また、特別加入者については、特別加入団体とも連携して、加入申請時の本人確認、労災請求時

の災害発生の事実確認を厳正に行います。 
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最最低低賃賃金金･･賃賃金金引引上上げげにに向向けけたた生生産産性性向向上上等等にに取取りり組組むむ企企業業へへのの支支援援 

■ 最低賃金・賃金の引上げには、特に中小企業・小規模事業者の生産性向上が不可欠であり、

業務改善助成金のコースの新設・拡充により、業務改善や生産性向上に係る企業のニーズに応

え、賃金引上げを支援します。 

また、日本政策金融公庫による働き方改革推進支援資金についてもあわせて活用するよう、

引き続き周知を図ります。 

さらに、埼玉働き方改革推進支援センターによるワンストップ相談窓口において、生産性を高

めながら労働時間の縮減等に取り組む事業者等の支援と同様に、きめ細かな支援を行います。 

最最低低賃賃金金制制度度のの適適切切なな運運営営  

■ 埼玉県内の事業場で働く全ての労働者に適用される「埼玉県最低賃金」及び特定の産業の基幹

的労働者に適用される「特定（産業別）最低賃金」の履行を確保するため、あらゆる機会を通じ

て周知に努め、また、問題業種等を重点とした監督指導を行います。 

最 低 賃 金 件 名 時間額 改正発効日 

埼 玉 県 最 低 賃 金 ９９２２88 円円  RR22．．１１００．．１１  

特
定(

産
業
別)
最
低
賃
金

埼玉県非鉄金属製造業最低賃金 ９９４４８８円円  

RR22．．１１２２．．１１  

埼玉県電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器 

具、情報通信機械器具製造業最低賃金 
９９５５４４円円  

埼玉県輸送用機械器具製造業最低賃金 ９９６６６６円円  

埼玉県光学機械器具・レンズ、時計・同部分品製造 

業最低賃金 
９９６６３３円円  

埼玉県自動車小売業最低賃金 ９９６６２２円円  

３３  最最低低賃賃金金、、賃賃金金引引上上げげにに向向けけたた生生産産性性向向上上等等のの推推進進、、同同一一

　　  労労働働同同一一賃賃金金ななどど雇雇用用形形態態にに関関わわららなないい公公正正なな待待遇遇のの確確保保
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最低賃金の周知 

 

 

雇雇用用形形態態にに関関わわららなないい公公正正なな処処遇遇のの確確保保  

■ 令和 3 年４月１日より中小企業等にも適用されたパートタイム・有期雇用労働法の着実な

履行確保を図ります。 

■ 新型コロナウイルス感染防止の観点から、オンラインを活用した説明会の実施、同一労働同

一賃金等に取り組む先行企業の事例の収集・周知等を実施します。 

また、埼玉働き方改革推進支援センターによるワンストップ相談窓口おいて、労務管理等の

専門家によるウィズコロナ・ポストコロナ時代の新しい働き方を踏まえ、取組事例の提供等も

含めた支援やセミナー開催等きめ細かな支援を実施します。 

非非正正規規雇雇用用労労働働者者ののキキャャリリアアアアッッププのの推推進進等等 

■ キャリアアップ助成金等により非正規雇用労働者の処遇改善等に取り組む事業主を支援しま

す。 

■ 無期転換ルールの円滑な運用のための周知徹底等を行います。

〇さいたま新都心駅前の大型ビジョンに掲載 〇公共交通機関へのポスター掲示 

〇人通りが多い場所へのポスター掲示（鹿島・松

栄建設特定業務代行共同企業体大宮駅東口再開

発共同企業体） 

〇労働基準監督署庁舎に懸垂

幕を設置（川口署） 
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職職場場ににおおけけるるハハララススメメンントト対対策策のの集集中中実実施施  

■ 職場におけるパワーハラスメント、セクシュアルハラスメント及び妊娠・出産、育児休業等

に関するハラスメントは、労働者の尊厳を傷つける、あってはならないことであるとともに働

く人の能力発揮の妨げとなるものです。また、新型コロナウイルス感染症を理由とするいじ

め・嫌がらせや顧客からの悪質なクレーム等の著しい迷惑行為（いわゆるカスタマーハラスメ

ント）も問題化しています。

職場におけるハラスメントの撲滅に向けて、12月の「ハラスメント対策強化月間」を中心

に、埼玉県と連携して事業主、労働者向けセミナーの開催、個別相談会の実施等による集中的

な周知啓発を実施します。 

 また、ハラスメント防止措置を実施するよう事業主に助言・指導を行うほか、ハラスメント

被害を受けた労働者からの相談に迅速に対応するとともに、紛争解決援助制度等を活用し、丁

寧な対応を行います。 

中中小小企企業業へへののハハララススメメンントト対対策策取取組組支支援援  

■ 令和 4 年 4 月 1 日より、中小企業においてもパワーハラスメント防止措置が義務化される

ことから、中小企業向けのセミナー等を開催します。 

４４  総総合合的的ななハハララススメメンントト対対策策のの推推進進

ハラスメント対策強化月間「個別相談会」
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早早期期のの紛紛争争解解決決にに向向けけたた総総合合労労働働相相談談等等のの実実施施  

■ 新型コロナウイルス感染症を理由とするいじめ・嫌がらせ、パワーハラスメントをはじめと

したあらゆる労働問題に関して県内９か所の総合労働相談コーナー（P26 参照）がワンスト

ップで対応するとともに、紛争調整委員会によるあっせん等により、個別労働紛争の早期解決

を促進します。 

■ 「埼玉産業保健総合支援センター」と連携して、「事業場における治療と仕事の両立支援のた

めのガイドライン」及び企業と医療機関の連携のためのマニュアルの周知を行うとともに、治

療と仕事の両立支援に取り組む事業者に対する助成金制度について、その周知、利用勧奨を行

います。

また、埼玉労働局に設置の「埼玉県両立支援推進チーム」の活動を通して、地域の関係者 

（埼玉県、医療機関、労使団体等）が連携し、両立支援に係る関係施策の横断的な取組の促進

を図ります。 

■ がん患者等に対する就労支援については、県内８か所の連携先拠点病院の就労支援コーナー

において、「長期にわたる治療等が必要な疾病をもつ求職者に対する就職支援事業」に基づ

き、ハローワーク川口、大宮、所沢及び春日部の就職支援ナビゲーターによる職業相談等を積

極的に実施します。 

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

H 2 5 年 度 H 2 6 年 度 H 2 7 年 度 H 2 8 年 度 H 2 9 年 度 H 3 0 年 度 R 元 年 度

いじめ・嫌がらせ

労働条件の引下げ

自己都合退職

解雇

退職勧奨

3,800 件（-2.5％） 

1,710 件（+14.5％） 

1,610 件（-16.0％） 

1,602 件（-6.1％） 

1,133 件（-7.1％） 

５５  治治療療とと仕仕事事のの両両立立支支援援

民事上の個別労働紛争｜主な相談内容別の件数推移 （件）
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徴収決定額（億円））億

労働保険（労災保険と雇用保険の総称）は、労働者が安

心・安全に働けるための制度で、労災保険は労働者の業務

上・通勤途上の負傷、疾病、死亡の場合に被災労働者及び

遺族へ必要な給付を行い、雇用保険は労働者が失業等をし

た場合に、労働者の生活及び雇用の安定を図るため必要な

給付を行うものです。 

この制度は、企業・国民負担の平準化・公平化を図るた

め全国一元的に運営するとともに、労働基準関係業務や職

業安定関係業務と一体不可分に運営しています。 

■ 労働保険は、原則として労働者を一人でも雇っていれ

ば、事業主は加入しなければなりません。このため労働

保険加入について積極的な広報を行います。 

また、未手続事業場の的確な把握に努め、計画的な適

用促進の推進を図ります。適用促進活動によっても

自主的に加入手続をとらない事業主に対しては職権

による成立手続を行います。 

令 和 ３ 年 １ 月 末 の 労 働 保 険 適 用 事 業 場 数 は

202,205 事業場であり、年々着実に増加しています。 

■ 労働保険制度の適正な運営に努めており、以下の

主要対策を行っています。 

●労働保険料の適正な自主申告・納付手続の指導、

口座振替の利用促進 

●労働保険の未手続事業場の把握・加入勧奨、労働

保険料の算定基礎調査の実施 

●労働保険料の積極的な納付督励、滞納整理の実施

■ 令和元年度末の労働保険料徴収決定額は、雇用・

労災勘定あわせて 848 億円となっています。 

■ 令和 3 年度の労働保険年度更新期間及び納付期限

等は下記のとおりです。 

年度更新期間 

6 月 1 日～7 月１２日 

納 付 期 限 等 

全期（１期） ２ 期 ３ 期 

通常の納付期限 ７月１2 日 １１月 1 日 1 月 31 日 

口座振替利用時の納付日 ９月 6 日 １１月１5 日 ２月１4 日 

192,874

195,711
198,276

202,205

185,000

190,000

195,000

200,000

205,000

H30年3月末 H31年3月末 R2年3月末 R3年1月末

事業場 適用事業場数

６６  労労働働保保険険適適用用徴徴収収業業務務のの適適切切なな運運営営
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産産業業保保健健ササーービビススのの提提供供機機関関  
産産業業保保健健総総合合支支援援セセンンタターー  

産業保健スタッフの活動の支援をしています 

地地域域産産業業保保健健セセンンタターー  
健康相談や事業場訪問を行っています 
浦和地域産業保健センター（浦和医師会） 048-824-6842

与野地域産業保健センター 048-852-6149

朝霞地域産業保健センター 048-464-4666

川口地域産業保健センター 048-225-0933

大宮地域産業保健センター 048-651-5050

熊谷地域産業保健センター 0495-22-5038 

川越地域産業保健センター 080-7624-6395

春日部地域産業保健センター 080-4380-3880

所沢地域産業保健センター 04-2992-8026

行田地域産業保健センター 048-556-8040

秩父地域産業保健センター 0494-23-2149 

労労働働相相談談ココーーナナーー  
労働問題全般の相談や情報提供をしています 

埼玉労働局総合労働相談コーナー 

(埼玉労働局雇用環境・均等室と監督署に併設) 
裏面参照 

職職業業紹紹介介・・職職業業相相談談専専門門機機関関  
ハハロローーワワーーククププララザザ

駅の近くで利便性を図っています

ハローワークプラザ大宮 048-658-1145

ハローワークプラザ川口 048-255-8070

ハローワークプラザ所沢 04-2993-5334

わわかかももののハハロローーワワーークク（（ココーーナナーー、、窓窓口口））  
正規雇用を目指す若者を支援しています 
埼玉わかものハローワーク 048-658-8609

ハローワーク川越わかもの支援コーナー 049-242-0197

ハローワーク所沢わかもの支援コーナー 04-2992-8609

ハローワーク熊谷わかもの支援窓口 048-522-5656

ハローワーク春日部わかもの支援窓口 048-736-7611

ハローワーク越谷わかもの支援窓口 048-969-8609

ママザザーーズズハハロローーワワーークク（（ココーーナナーー））

子育て中の方等を対象としています

マザーズハローワーク大宮 048-856-9500

ハローワーク川口マザーズコーナー 048-251-2901

ハローワーク熊谷マザーズコーナー 048-522-5656

ハローワーク川越マザーズコーナー 049-242-0197

ハローワーク所沢マザーズコーナー 04-2993-5334

ハローワーク越谷マザーズコーナー 048-969-8609

埼玉しごとセンターマザーズコーナー 048-826-5049

新新卒卒応応援援ハハロローーワワーークク  
新規学卒者（既卒 3 年以内含む）を支援しています 
埼玉新卒応援ハローワーク 048-650-2234

 

一一体体的的実実施施施施設設  
埼埼玉玉ししごごととセセンンタターー  

国と埼玉県が一体となって運営している施設です 

国と地方公共団体が一体的事業を行っています 

ジョブスポットしき 048-473-1069

ジョブプラザちちぶ 0494-24-5222 

所沢市福祉・就労連携支援コーナー 04-2998-9201

川口市就労支援コーナー 048-259-9009

さいたま市ジョブスポット一覧 

ジョブスポット西 048-620-2721

ジョブスポット北 048-669-6005

ジョブスポット大宮 048-646-3286

ジョブスポット見沼 048-681-6056

ジョブスポット中央 048-840-6090

ジョブスポット桜 048-856-6260

ジョブスポット浦和 048-829-6126

ジョブスポット南 048-844-7227

ジョブスポット緑 048-712-1168

ジョブスポット岩槻 048-790-0205

ワークステーションさいたま 048-755-9211

よりいジョブセンター 048-586-1331

川越しごと支援センター 049-238-6700

ジョブサポートこうのす 048-577-3517

ジョブスポット草加 048-922-0186

ジョブスポットふじみ野 049-257-8388

ふふるるささととハハロローーワワーークク  
国と市町村が共同で運営しています 

戸田市ふるさとハローワーク 048-434-6817

深谷市ふるさとハローワーク 048-551-2501

上尾市ふるさとハローワーク 048-773-3500

鶴ヶ島市ふるさとハローワーク 049-272-4001

坂戸市ふるさとハローワーク 049-284-0038

狭山市ふるさとハローワーク 04-2952-0901

久喜市ふるさとハローワーク 0480-29-2768 

羽生市ふるさとハローワーク 048-560-3001

三郷市ふるさとハローワーク 048-959-4102

新座市ふるさとハローワーク 048-477-1859

加須市ふるさとハローワーク 0480-62-8282 

富士見市ふるさとハローワーク 049-253-8581

八潮市ふるさとハローワーク 048-998-8609

和光市ふるさとハローワーク 048-464-8609

入間市ふるさとハローワーク 04-2962-8609

ふじみ野市ふるさとハローワーク 049-266-0200

幸手市ふるさとハローワーク 0480-43-8609 

3355歳歳かかららのの就就活活ササポポーートトココーーナナーー（（就就職職氷氷河河期期世世代代専専門門窓窓口口））  
就職氷河期世代の方を支援する専門窓口です 
ハローワーク川口

35 歳からの就活サポートコーナー
048-251-2901

ハローワークプラザ大宮

35 歳からの就活サポートコーナー
048-658-1145

ハローワーク川越

35 歳からの就活サポートコーナー
049-242-0197

埼玉しごとセンター 

35 歳からの就活サポートコーナー 
048-762-6522

埼玉産業保健総合支援センター 048-829-2661
ハローワークコーナー 048-826-5048

わかもの支援コーナー 048-762-6522

新卒コーナー 048-762-6522

埼埼玉玉労労働働局局関関係係機機関関等等

※ 詳しくは各施設に直接お問い合わせください

労働基準監督署の管内図（令和３年 4 月 1 日現在） 

ハローワークの管内図（令和３年 4 月 1 日現在）
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産産業業保保健健ササーービビススのの提提供供機機関関  
産産業業保保健健総総合合支支援援セセンンタターー  

産業保健スタッフの活動の支援をしています 

地地域域産産業業保保健健セセンンタターー  
健康相談や事業場訪問を行っています 
浦和地域産業保健センター（浦和医師会） 048-824-6842

与野地域産業保健センター 048-852-6149

朝霞地域産業保健センター 048-464-4666

川口地域産業保健センター 048-225-0933

大宮地域産業保健センター 048-651-5050

熊谷地域産業保健センター 0495-22-5038 

川越地域産業保健センター 080-7624-6395

春日部地域産業保健センター 080-4380-3880

所沢地域産業保健センター 04-2992-8026

行田地域産業保健センター 048-556-8040

秩父地域産業保健センター 0494-23-2149 

労労働働相相談談ココーーナナーー  
労働問題全般の相談や情報提供をしています 

埼玉労働局総合労働相談コーナー 

(埼玉労働局雇用環境・均等室と監督署に併設) 
裏面参照 

職職業業紹紹介介・・職職業業相相談談専専門門機機関関  
ハハロローーワワーーククププララザザ

駅の近くで利便性を図っています

ハローワークプラザ大宮 048-658-1145

ハローワークプラザ川口 048-255-8070

ハローワークプラザ所沢 04-2993-5334

わわかかももののハハロローーワワーークク（（ココーーナナーー、、窓窓口口））  
正規雇用を目指す若者を支援しています 
埼玉わかものハローワーク 048-658-8609

ハローワーク川越わかもの支援コーナー 049-242-0197

ハローワーク所沢わかもの支援コーナー 04-2992-8609

ハローワーク熊谷わかもの支援窓口 048-522-5656

ハローワーク春日部わかもの支援窓口 048-736-7611

ハローワーク越谷わかもの支援窓口 048-969-8609

ママザザーーズズハハロローーワワーークク（（ココーーナナーー））

子育て中の方等を対象としています

マザーズハローワーク大宮 048-856-9500

ハローワーク川口マザーズコーナー 048-251-2901

ハローワーク熊谷マザーズコーナー 048-522-5656

ハローワーク川越マザーズコーナー 049-242-0197

ハローワーク所沢マザーズコーナー 04-2993-5334

ハローワーク越谷マザーズコーナー 048-969-8609

埼玉しごとセンターマザーズコーナー 048-826-5049

新新卒卒応応援援ハハロローーワワーークク  
新規学卒者（既卒 3 年以内含む）を支援しています 
埼玉新卒応援ハローワーク 048-650-2234

 

一一体体的的実実施施施施設設  
埼埼玉玉ししごごととセセンンタターー  

国と埼玉県が一体となって運営している施設です 

国と地方公共団体が一体的事業を行っています 

ジョブスポットしき 048-473-1069

ジョブプラザちちぶ 0494-24-5222 

所沢市福祉・就労連携支援コーナー 04-2998-9201

川口市就労支援コーナー 048-259-9009

さいたま市ジョブスポット一覧 

ジョブスポット西 048-620-2721

ジョブスポット北 048-669-6005

ジョブスポット大宮 048-646-3286

ジョブスポット見沼 048-681-6056

ジョブスポット中央 048-840-6090

ジョブスポット桜 048-856-6260

ジョブスポット浦和 048-829-6126

ジョブスポット南 048-844-7227

ジョブスポット緑 048-712-1168

ジョブスポット岩槻 048-790-0205

ワークステーションさいたま 048-755-9211

よりいジョブセンター 048-586-1331

川越しごと支援センター 049-238-6700

ジョブサポートこうのす 048-577-3517

ジョブスポット草加 048-922-0186

ジョブスポットふじみ野 049-257-8388

ふふるるささととハハロローーワワーークク  
国と市町村が共同で運営しています 

戸田市ふるさとハローワーク 048-434-6817

深谷市ふるさとハローワーク 048-551-2501

上尾市ふるさとハローワーク 048-773-3500

鶴ヶ島市ふるさとハローワーク 049-272-4001

坂戸市ふるさとハローワーク 049-284-0038

狭山市ふるさとハローワーク 04-2952-0901

久喜市ふるさとハローワーク 0480-29-2768 

羽生市ふるさとハローワーク 048-560-3001

三郷市ふるさとハローワーク 048-959-4102

新座市ふるさとハローワーク 048-477-1859

加須市ふるさとハローワーク 0480-62-8282 

富士見市ふるさとハローワーク 049-253-8581

八潮市ふるさとハローワーク 048-998-8609

和光市ふるさとハローワーク 048-464-8609

入間市ふるさとハローワーク 04-2962-8609

ふじみ野市ふるさとハローワーク 049-266-0200

幸手市ふるさとハローワーク 0480-43-8609 

3355歳歳かかららのの就就活活ササポポーートトココーーナナーー（（就就職職氷氷河河期期世世代代専専門門窓窓口口））  
就職氷河期世代の方を支援する専門窓口です 
ハローワーク川口

35 歳からの就活サポートコーナー
048-251-2901

ハローワークプラザ大宮

35 歳からの就活サポートコーナー
048-658-1145

ハローワーク川越

35 歳からの就活サポートコーナー
049-242-0197

埼玉しごとセンター 

35 歳からの就活サポートコーナー 
048-762-6522

埼玉産業保健総合支援センター 048-829-2661
ハローワークコーナー 048-826-5048

わかもの支援コーナー 048-762-6522

新卒コーナー 048-762-6522

埼埼玉玉労労働働局局関関係係機機関関等等

※ 詳しくは各施設に直接お問い合わせください



■埼玉労働局

部 署 名 電話番号 部 署 名 電話番号 

総 務 部 
総 務 課 048-600-6200

労働基準部 

監 督 課 048-600-6204

労働保険徴収課 048-600-6203 外国人労働者相談コーナー

雇用環境・均等室 048-600-6210 英 語 048-816-3596

 
総合労働相談コーナー 048-600-6262

中 国 語 048-816-3597

ベトナム語 048-816-3598

職業安定部 

職 業 安 定 課 048-600-6208
英語（月～金）中国語（月～金）ベトナム語（月～金） 

職 業 対 策 課 048-600-6209 賃 金 室 048-600-6205

 需給調整事業課 048-600-6211 健 康 安 全 課 048-600-6206

訓 練 室 048-600-6288 労 災 補 償 課 048-600-6207

〒330-6016 さいたま市中央区新都心 11-2 ランド・アクシス・タワー14・15・16・17 階 
https://jsite.mhlw.go.jp/saitama-roudoukyoku/ 

■労働基準監督署（労働基準関係法令に関する相談・指導や労災保険給付を行っています。）

署 名 所 在   地 電 話 番 号 

さいたま 

〒330-6014 さいたま市中央区新都心11-2 ランド・アクシス・タワー１４階 

労働条件 048－600-4801 労災保険 048－600-4802 

安全衛生 048－600-4820 総合労働相談コーナー 048－614-9977 

川  口 

〒332-0015 川口市川口 2-10-2 

労働条件 048－252-3773 労災保険 048－252-3804 

安全衛生 048－498-6640 総合労働相談コーナー 048－498-6648 

熊  谷 〒360-0856 熊谷市別府 5-95 048－533-3611 

川  越 

〒350-1118 川越市豊田本 1-19-８ 川越合同庁舎 2 階 

労働条件 049－242-0891 労災保険 049－242-0893 

安全衛生 049－242-0892 総合労働相談コーナー 049－210-9334 

春 日 部 

〒344-8506 春日部市南 3-10-13 

労働条件 048－735-5226 労災保険 048－735-5228 

安全衛生 048－735-5227 総合労働相談コーナー 048－614-9968 

所  沢 

〒359-0042 所沢市並木 6-1-3 所沢合同庁舎 3 階 

労働条件 04-2995-2555 労災保険 04-2995-2586

安全衛生 04-2995-2582 総合労働相談コーナー 04-2003-6967

行  田 〒361-8504 行田市桜町 2-6-14 048-556-4195

秩  父 〒368-0024 秩父市上宮地町 23-24 0494-22-3725 

■ハローワーク（従業員の募集・採用に関する相談や求人の受理、職業紹介を行っています。）

所 名 所   在   地 電 話 番 号

川 口
〒332-0031 川口市青木 3-2-7 ※ 求人部門については、ハローワークプラザ川口 048-251-2901

〒332-0015 
※求人部門については、ハローワーク川口駅前庁舎

川口市川口３-２-２リプレ川口一番街２号棟１階
048-229-8609

熊 谷 〒360-0014 熊谷市箱田 5-6-2 048-522-5656

本庄出張所 〒367-0053 本庄市中央 2-5-1 0495-22-2448 

大 宮
〒330-0852 さいたま市大宮区大成町 1-525 048-667-8609

〒330-0854 
※新規学卒求人については、埼玉新卒応援ハローワーク

さいたま市大宮区桜木町１-9-4 エクセレント大宮ビル６階
048-650-2234

川 越 〒350-1118 川越市豊田本 1-19-８ 川越合同庁舎 1 階 049-242-0197

東松山出張所 〒355-0073 東松山市上野本 1088-4 0493-22-0240 

浦 和 〒330-0061 さいたま市浦和区常盤 5-8-40 048-832-2461

所 沢 〒359-0042 所沢市並木 6-1-3 所沢合同庁舎 1・2 階 04-2992-8609

飯能出張所 〒357-0021 飯能市双柳 94-15 飯能合同庁舎 042-974-2345

秩 父 〒369-1871 秩父市下影森 1002-1 0494-22-3215 

春 日 部 〒344-0036 春日部市下大増新田 61-3 048-736-7611

行 田 〒361-0023 行田市長野 943 048-556-3151

草 加 〒340-8509 草加市弁天 4-10-7 048-931-6111

朝 霞 〒351-0011 朝霞市本町１-１-３７ 048-463-2233

越   谷 〒343-0023 越谷市東越谷1-5-6 048-969-8609


